
運営管理機関：株式会社百五銀行

１．預入対象者 ７．中途解約時の適用金利

※但し、中途解約利率が普通預金利率を下回った場
２．預金金利の適用方法 　 合、普通預金利率を適用します。

８．手数料

９．資産持分のお取扱い

３．預入期間 １０．お利息に対する課税
２年

４．預入単位 １１．預金保険制度の適用

５．満期時のお取扱い １２．利益の見込みおよび損失の可能性

６．支払時のお取扱い

本商品は元本確保型の商品です

解約の申し出のない限り、預入日（または継続日）から
２年後の満期日に約定金利で計算した利息を元金に
組入れて、自動継続します。
また、預入期間の途中で期限前解約（一部解約を含
みます）した場合でも、所定の期限前解約利率により
計算した利息と元金を払戻します。
商品提供金融機関（百五銀行）の破綻時において、預
金保険制度の保護範囲を超える元金および利息につ
いては保護されないおそれがあります。

預金のお預入れ、お支払い等に関する手数料はいた
だきません。

当該預金における預金残高が個人別管理資産額の持
分に相当する額となります。

市場金利に応じて、百五銀行が独自に設定した、店
頭表示金利とは別の金利体系を適用します。（金利
情勢等により同一になることもあります）
付利単位を１円とし、１年を３６５日とする日割計算を
もとに、６ヶ月複利の方法で利息を計算します。
適用金利は毎週見直し、金融情勢に応じて変更する
ことがあります。なお、お預入れ時の金利は、満期時
まで変わらない確定利回り商品です。
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■本資料は、確定拠出年金法第２４条及び関連政省令に規定する運用の方法に関する情報提供に資する商品説明資料として、百五銀行が2020年
4月1日現在において作成したものです。今後内容については変更される場合があります。■内容をご確認の上、ご自身で投資判断を行っていただき
ますようお願い申し上げます。■確定拠出年金法第２４条及び関連政省令に規定される内容のうち、運用商品の過去の運用実績については、別刷
の「商品実績情報」に掲載してあります。商品を選択するにあたっては、必ず「商品実績情報」と本資料を併せてご覧くださいますようお願い申し上げ
ます。

満期となった預金明細の元利金を新元金として、同
一期間の定期預金に自動継続いたします。

預入金額は１円以上１円単位です。 当該預金は預金保険制度の対象となります。
預金保険制度に関する詳細については、銀行本支店
備えつけの資料をご覧ください。

確定拠出年金法及びご加入の確定拠出年金規約に
基づいた事由（給付または預け替え）により払い戻し
いたします。
複数の預金明細があり、預け替え等で支払いを行う
場合は、支払時からみて満期日が遅く到来するもの
から順に支払いを行うこととします。

確定拠出年金制度の加入者の方が対象となります。
（ただし、預金名義は、確定拠出年金制度における
資産管理機関または国民年金基金連合会からの委
託を受けた事務委託先金融機関となります)

中途解約時の適用金利は以下の金利を適用します。
Ａ．６ヶ月未満         解約日における普通預金利率
Ｂ．６ヶ月以上１年未満  約定利率×５０％
Ｃ．１年以上２年未満    約定利率×７０％

当該預金の利息については、非課税となります。
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仕組み
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■本資料は、確定拠出年金法第２４条及び関連政省令に規定する運用の方法に関する情報提供に資する商品説明資料として、百五銀行が2020年4
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の「商品実績情報」に掲載してあります。商品を選択するにあたっては、必ず「商品実績情報」と本資料を併せてご覧くださいますようお願い申し上げ
ます。

本商品は元本確保型の商品です
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いつでも一部解約して他の商品へ預け

替えができます。一部解約部分には中

途解約利率が適用されます。残金部分

はそれまでの適用金利を引継ぎます。
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